
 

 

職員の給与に関する条例等の改正について 

 

１．人事院勧告に基づく給与改定 

（１）人事院勧告の概要について 

ア．月例給の改定（令和５年４月１日より適用） 

民間給与との較差を埋めるため、初任給及び若年層の俸給月額を引き上げ、俸給

表の水準を平均１．１％引き上げます。 

イ．期末勤勉手当の改定（令和５年１２月１日より適用） 

期末勤勉手当の支給月数を０．１月分引き上げます。なお、民間の支給状況等を

踏まえ、期末手当及び勤勉手当に０．０５月ずつ均等に配分します。 

（２）名張市の給与改定の方針 

職員の給与改定については、人事院勧告に基づく国家公務員の給与改定に準じて実施

することを基本としていることから、今回の改定も当該勧告に準拠し、実施するもので

す。 

【改定後の支給月数の内訳】 

 ６月期 １２月期 年間 

令和５年度 

現行 

期末手当 

勤勉手当 

計 

1.20 月（支給済み） 

1.00 月（支給済み） 

2.20 月（支給済み） 

1.20月 

1.00月 

2.20月 

2.40月 

2.00月 

4.40月 

改定後 

期末手当 

勤勉手当 

計 

1.20 月（支給済み） 

1.00 月（支給済み） 

2.20 月（支給済み） 

1.25月 

1.05月 

2.30月 

2.45月 

2.05月 

4.50月 

令和６年度 

期末手当 

勤勉手当 

計 

1.225月 

1.025月 

1.225月 

1.025月 

2.45月 

2.05月 

2.25 月 2.25月 4.50月 

 ・再任用職員は、期末勤勉手当の支給月数を０．０５月分引き上げます。 

 ・特定任期付職員は、期末手当の支給月数を０．１月分引き上げます。 

 

２．名張市独自の給料削減 

（１）給与水準適正化による給料削減 

財政状況を踏まえた給与水準適正化の措置として、ラスパイレス指数の抑制のために

行政職の給料削減を行っており、令和６年度についても本年度と同様、７級は５％、６

級は４％、５級は１％の削減を実施します。 
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（２）財源不足に対応するための給料削減 

令和２年度に作成した中期財政見通しに基づく財源不足対応策として、令和３年度か

ら３年間で、全会計の全職員を対象にしてきた給与削減（令和３年度は２％、令和４年

度は１％、令和５年度は２％）については、令和５年度をもって終了することとします。 

（３）（１）及び（２）による給料表・級別削減率 

適用区分 

削額率 

現行 

（令和５年度） 

改定後 

（令和６年度） 

行政職給料表の適用を受ける７級の職員  ５％＋２％ ５％ 

行政職給料表の適用を受ける６級の職員  ４％＋２％ ４％ 

行政職給料表の適用を受ける５級の職員  １％＋２％ １％ 

行政職給料表の適用を受ける看護教員及び言語聴覚

士の業務並びに医療事務の業務に従事する職員 
２％ - 

行政職給料表の適用を受ける職員（上記以外の職員に

限ります。） 
２％ - 

現業職給料表の適用を受ける職員 ２％ - 

医療職給料表の適用を受ける職員 ２％ - 

任期付職員及びフルタイム会計年度任用職員 ２％ - 

  

３．管理職手当の減額措置 

管理職手当の支給額の減額（５％～２０％の減額）については、令和５年度をもって

終了することとします。 

 

４．特別職期末手当の削減措置 

  平成２７年１２月から実施している特別職の期末手当については引き続き３０％の削

減を行います。 

 

５．改正する条例 

・職員の給与に関する条例 

・名張市一般職の任期付職員の採用等に関する条例 

・名張市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

 ※３及び４については、削減に伴う条例等の改正は不要です。 

 


